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12 農業用水保全対策 
 

農村地域では、農業用水路が生活雑排水の受け入れ先

となっていることから、水質汚濁解消と生活環境の向上

を図るため、汚水処理施設の整備が必要とされています。

 都市地域に比較して人口密度が低く、経済コスト的に

都市型の下水道事業による整備が困難な農村地域を対象

に、集落の形態に適した小規模集合処理方式の汚水処理

システムである、農業集落排水事業を進めています。 

13 漁場保全対策 
 

本県の日本海・津軽海峡・太平洋ではイカ釣り、定置網

などの漁業が、陸奥湾ではホタテガイ養殖業が営まれて

おり、海面漁業・養殖業の生産量は全国第５位、小川原湖、

十三湖等ではシジミ、ワカサギ、シラウオ等を対象とし

た漁業が営まれており、内水面漁業・養殖業の生産量も

全国第５位となっています（農林水産省「令和元年漁業・

養殖業生産統計」）。このように全国有数の水産物主要産

地である本県の海面・内水面漁場の環境保全を図るため、

県では昭和 48年から「漁業公害調査指導事業」を実施し

ており、各漁業協同組合の協力を得ながら漁場被害発生

時における緊急処置体制を整備しています。 

 また、「漁場環境監視調査事業」では、ホタテガイ養殖

漁場としての陸奥湾の持続的な環境保全のための調査を

行っています。 

 

14 水質汚濁の現況 
 

 本県では、県、青森市、八戸市、国土交通省が、主要公

共用水域において水質汚濁の状況を継続的に監視してい

ます。 

 令和元年度の水質調査の結果については、公共用水域

の水質は総合的に見て概ね良好な状況にあります。その

要因は主に、工場・事業場排水の規制及び処理施設の整

備、下水道の普及等によるものですが、一部の中小都市

河川や湖沼及び閉鎖性海域では水質の改善の停滞が見ら

れます。これは、生活排水が未処理のまま公共用水域に

放流されることなどが主な原因と考えられます。 

 生活排水対策としては、下水道の整備を更に促進する

ほか、農業集落排水処理施設、合併処理浄化槽の設置等

の各種生活排水処理施設の整備を進めることとしていま

すが、下水道の整備には長い年月と莫大な費用を要する

ため、住民の水質保全意識の一層の高揚を図ることを目

的として、家庭でできる生活排水対策に関する講習会の

開催等、各種普及啓発事業を実施しています。今後とも、

行政と住民が一体となって取り組むことが必要です。 

水質汚濁防止法では、特に生活排水対策の実施を推進

することが必要な水域を生活排水対策重点地域に指定し

て計画的な対策の推進を図ることとされており、県は平

成５年12月に新井田川河口水域に係る地域（八戸市）を、

平成９年１月に古間木川流域（三沢市）をそれぞれ生活

排水対策重点地域に指定しました。 

 工場・事業場からの排水については、水質汚濁防止法

等による排水規制の強化及び立入検査による指導等によ

り水質が改善されてきています。 

 また、地下水は身近にある貴重な水資源として広く利

用されていますが、有機塩素化合物や硝酸性窒素による

汚染が全国的に問題となっており、県でもその状況の把

握に努めています。 

 

15 公共用水域の水質等の現況 

 

⑴ 環境基準の達成状況等 

環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は、人の

健康を保護するとともに、生活環境を保全する上で維持

されることが望ましい基準として定められており、水質

保全対策を推進する上での目標となっています。 

「人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）」では、

カドミウム、全シアン等有害物質について環境基準が定

められており、平成５年３月の改正でトリクロロエチレ

ン等15物質が追加されたほか、鉛、砒素について、より厳

しい基準値への見直しや有機燐の項目の削除が行われ、

また、平成11年２月の改正では、ふっ素、ほう素並びに硝

酸性窒素及び亜硝酸性窒素の３項目、平成21年11月の改

正では、1,4－ジオキサンが追加され、現在27項目につい

て基準値が定められています。 

 さらに、人の健康の保護に関連する物質ではあるもの

の、公共用水域等における検出状況等から見て、現時点

では直ちに健康項目とはせず、引き続き知見の集積に努

めるべきものとしてクロロホルム等 26項目を「要監視項

目」とし、うち 24項目に指針値が定められています。 

 また、「生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項

目）」は、河川、湖沼、海域ごとにその利用目的に応じて

水域類型が定められることとなっており、県では、ｐＨ、

ＤＯ、ＢＯＤ（ＣＯＤ）等に関しては 42河川（56水域）、

３湖沼（３水域）、８海域（28水域）について、全窒素及

び全燐に関しては１海域（１水域）について、類型指定を

行い、環境基準の維持・達成に努めています（資料編表 10

及び表 11）。 

」準基境環る係に全保の物生生水「、降以年51成平は国 

の項目として、全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ（直鎖

アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩）を順次追加し
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